
　
子
ど
も・重
度
心
身
障
害
者・

ひ
と
り
親
家
庭
・
寡
婦
医
療
費

助
成
事
業
は
、
毎
年
８
月
１
日

が
受
給
者
証
の
更
新
日
と
な
っ

て
い
ま
す
。
受
給
資
格
審
査
の

結
果
、
更
新
さ
れ
る
人
に
は
令

和
７
年
８
月
１
日
か
ら
使
用
で

き
る
受
給
者
証
、
却
下
と
な
る

人
に
は
通
知
文
書
を
送
付
し
ま

す
。

　
８
月
に
な
っ
て
も
受
給
者
証

ま
た
は
通
知
文
書
が
届
か
な
い

場
合
は
、
市
民
課
④
番
窓
口
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
事
業
の
対
象
者
と
な
る
人
で

未
申
請
の
場
合
は
届
け
出
が
必

要
で
す
。

　
詳
し
く
は
市
H
P
を

確
認
く
だ
さ
い
。

　　

受
給
者
証
を
更
新

国民健康保険、後期高齢者医療制度
　　　に加入している人へのお知らせ

■高額療養費制度
　外来・入院ともに、一つの医療機関の窓口で
の支払いは「限度額適用認定証」を提示すれば
高額療養費制度における限度額を超える支払い
が免除されます。 資格確認書を利用し受診す
る人は、あらかじめ限度額適用認定証の交付申
請をしてください。マイナ保険証を利用する場

国民健康保険に加入している人

　マイナンバーカードを保険証
として利用する「マイナ保険証」
は、次のメリットがあり
ます。
❶�過去のお薬情報や健康診断な

どのデータが医療機関と連携
されるため、お薬手帳の提示
や口頭での説明が不要になり
ます
❷�事前に限度額適用認定証の交

付を受けなくても、高額療養
費制度における限度額を超え
る支払が免除されます。限度
額適用認定証の更新手続きも
不要です※保険税に滞納があ
る場合は、マイナ保険証で限
度額が確認できない場合があ
ります
❸�マイナポータルを使用して年

間の医療費通知情報が取得で
きます。確定申告に必要な情
報も自動的に入力されるので
便利になります

　マイナンバーカードを健康保
険証として利用する手順は以下
の通りです。
▶マイナンバーカードを申請
　❶市町村窓口で申請
　❷�オンライン申請（パソコン・

スマートフォンから）
　❸郵便による申請
　❹証明写真機からの申請
▶�マイナンバーカードを健康保
険証として登録
　❶�医療機関・薬局にある顔認

証付きカードリーダーで行
う

　❷マイナポータルから行う
　❸セブン銀行ATMから行う
問マイナンバー総合フリーダイヤル
　☎0120－95－0178

マイナ保険証マイナ保険証
を利用ください！を利用ください！
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後期高齢者医療
保険料の構成 令和６年度 令和7年度

❶均等割額 43,800円 43,800円

❷所得割率 8.53％
※①7.89％ 8.53％

賦課限度額 800,000円
※②730,000円 800,000円

※①激変緩和措置として「令和５年の総所得金額－基礎控除額43万円」
が58万円以下の場合、令和6年度の所得割率が7.89％になります②生
年月日が昭和24年３月31日以前の人や障害認定により資格取得した人
は、令和６年度の賦課限度額が７３万円になります

　
こ
れ
ま
で
交
付
し
て
い
る
被

保
険
者
証
や
資
格
確
認
書
、
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
が
令
和
7

年
7
月
31
日
に
有
効
期
限
を
迎

え
る
こ
と
か
ら
、
一
斉
更
新
を

行
い
ま
す
。
令
和
６
年
12
月
２

日
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
基
本
と
す
る
仕
組
み
（
マ
イ

ナ
保
険
証
）
に
移
行
し
た
こ
と

か
ら
、
被
保
険
者
証
は
発
行
さ

れ
ま
せ
ん
。
加
入
す
る
保
険
や

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
状
況
に

応
じ
て
、
郵
送
さ
れ
る
交
付
物

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
は
、
市
役
所

の
窓
口
の
ほ
か
、
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
は
納
付
書
の

e
L-

Q
R
コ
ー
ド
を
使
っ
て

電
子
納
付
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
）
も
可
能
で
す
。

　
自
動
で
料
金
が
引
き
落
と
さ

れ
る
、
口
座
振
替
で
の
納
付
が

お
す
す
め
で
す
。
金
融
機
関
や

市
役
所
窓
口
、
下
記
の
二
次
元

バ
ー
コ
ー
ド
か
ら
手
続

き
が
で
き
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

２
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
っ
て

い
ま
す
。
令
和
６
・
７
年
度
の

保
険
料
は
下
表
の
通
り
で
す
。

■
保
険
料
の
構
成

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

収
入
や
所
得
に
関
係
な
く
被
保

険
者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る

❶
均
等
割
額
、
前
年
中
の
所
得

に
応
じ
て
計
算
す
る
❷
所
得
割

額
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

賦
課
限
度
額
の
範
囲
内
で
❶
と

❷
を
合
算
し
た
額
が
、
保
険
料

に
な
り
ま
す
。

　
賦
課
さ
れ
る
保
険
料
は
、
均

等
割
額
の
軽
減
や
所
得
に
応
じ

た
所
得
割
を
基
に
決
定
。
７
月

上
旬
に
送
付
す
る
、
令
和
７
年

度
保
険
料
の
お
知
ら
せ
で
確
認

く
だ
さ
い
。

令
和
7
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
険
料
の
お
知
ら
せ

　被保険者証や資格確認書、資格情報のお知らせが令和7年
7月31日に有効期限を迎えることから、一斉更新を行います。

問市民課　☎ ５２－２１１８

保
険
税
や
保
険
料
は

　
　
期
限
内
の
納
付
を

医
療
費
助
成
に
関
す
る

　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

合は、事前の手続きなく、高額療養費制度にお
ける限度額を超える支払いが免除されます。
■国民健康保険への加入、脱退時は手続きを忘れずに
　マイナ保険証の仕組みに移行していますが、
社会保険などへの加入に伴う国民健康保険から
の脱退、退職などに伴う国民健康保険への加入
の際は、これまでどおり手続きが必要です。

精
神
手
帳
１
級
を

　
持
っ
て
い
る
人
へ

マイナンバーカードを健康保険証とし
て利用登録している人

・マイナンバーカードを作っていない人
・�マイナンバーカードを健康保険証とし
て利用登録していない人

「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ
保険証を利用して受診してください

「資格確認書」を交付します。資格確認書を
利用して受診してください

後期高齢者医療制度に加入している人

マイナ保険証の有無にかかわらず、８月１日から使用できる
「資格確認書」を７月中旬に発送予定です。
　今後は資格確認書かマイナ保険証で、医療機関や薬局で受
け付けをしてください。

　令和６年12月２日以降、後期高齢者医療被保険者証は新たに発
行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しまし
た。今回は後期高齢者医療制度に加入する皆さんに、マイナ保険
証の有無に関わらず、８月１日から使用できる「資格確認書」を
発送予定です。マイナ保険証での受付が難しい場合は、資格確認
書でこれまで通りの医療を受けることができます。
　７月末になっても資格確認書が届かない場合は、市民課まで問
い合わせください。

　
令
和
７
年
８
月
１
日
診
療
分

よ
り
、
精
神
保
健
福
祉
手
帳
１

級
を
持
っ
て
い
る
人
も
新
た
に

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

事
業
の
対
象
と
な
り
ま
す
（
生

活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
人
を

除
く
）。

　
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
た

め
に
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

新
規
対
象
者
に
は
申
請
書
を
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
早
め
に

申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
人
で
申
請
書
が

届
か
な
い
場
合
は
、
市
民
課
④

番
窓
口
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

マイナ保険証の利用手順マイナ保険証の利用手順
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